
姫路市清掃その他の措置における「区域外」の考え方（別紙２）

〈公募占用指針に係る留意事項における補足説明〉

○「区域内」とは、具体的に占用物件がある利便増進誘導区域内を指します。
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清掃・除草範囲（区域外）

交差点ごとの占用する場所における歩道範囲を清掃・除草範囲とする

○「区域外」とは、具体的に占用する場所を含む交差点から交差点までを指します。


